
移管前後における情報公開上の差異

情報公開法上、移管前後で、非公開（非開示）とできる情報が異なる。

① 個人に関する情報

② 法人等に関する情報

③ 国の安全等に関する情報

④ 公共の安全等に関する情報

⑤ 審議、検討等に関する情報

⑥ 事務又は事業に関する情報

（情報公開法５条１項１号～６号）

① 個人に関する情報

② 法人等に関する情報

③ 国の安全等に関する情報

（情報公開法２条２項２号、同施行令３
条１項３号イ）

（独立行政法人情報公開法２条２項２
号、同施行令２条１項３号イ）

移管後（非現用）移管前（現用）
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